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公
共
事
業
に
関
す
る
各
長
期
計
画
の
進
捗
状
況
は
、
全
計
画
が
実
績
と
乖
離
し
て
お
り
、
重
大
な
問
題
で
あ
る

と
考
え
る
。
去
る
五
月
十
八
日
、
衆
議
院
建
設
委
員
会
で
こ
の
点
を
再
度
質
問
し
、
問
題
提
起
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。 公

共
事
業
費
が
国
の
財
政
事
情
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
は
、
や
む
を
得
な
い
面
も
あ
る
と
し
て
も
、
公
共
事
業
の

果
た
す
役
割
の
重
要
性
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
五
カ
年
計
画
を
単
な
る
願
望
と
か
、
努
力
目
標
に
終
わ
ら
せ
て
は

断
じ
て
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
し
か
も
、
こ
の
公
共
事
業
の
各
長
期
計
画
は
、
関
係
所
管
省
庁
で
立
案
し
、
政
府

決
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
た
だ
単
な
る
目
標
で
は
な
く
、
決
定
し
た
政
府
が
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と

同
時
に
、
こ
の
計
画
決
定
は
国
民
へ
の
公
約
で
も
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
計
画
の
実
現
を
国
民
は
大
き
く
期
待
し 
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て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
財
政
事
情
も
含
め
て
長
期
計
画
の
進
捗
状
況
を
猛
省
し
、
計
画
達
成
を
図
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
こ
の
ま
ま
推
移
す
る
か
、
あ
る
い
は
計
画
断
念
と
な
れ
ば
、
明
ら
か

な
公
約
違
反
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

長
期
計
画
の
中
で
主
な
も
の
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
道
路
五
カ
年
計
画
（
昭
和
五
十
八
年

度
～
六
十
二
年
度
）
は
、
三
二
・
四
％
の
進
捗
率
で
あ
る
。
道
路
改
善
の
期
待
は
大
き
い
が
、
第
二
年
目
で
こ
の

進
捗
率
で
あ
る
。 

ま
た
、
下
水
道
計
画
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
年
度
が
計
画
終
了
と
な
る
が
、
五
十
九
年
度
で
五
五
・
一
％
で

あ
る
。
下
水
道
整
備
水
準
を
最
終
年
に
四
四
％
と
す
る
目
標
が
、
大
き
く
後
退
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
な
り
、

国
民
の
落
胆
は
大
き
い
。 

更
に
、
国
会
へ
の
責
任
も
当
然
で
あ
る
。 

四 

 



 

一 

公
共
事
業
長
期
計
画
の
達
成
が
危
ぶ
ま
れ
る
現
状
か
ら
、
立
案
決
定
し
た
政
府
に
重
大
な
責
任
が
あ
る
と
考

え
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。 

二 

公
共
事
業
長
期
計
画
の
遅
れ
を
取
り
戻
す
た
め
、
公
共
事
業
費
の
増
額
、
拡
大
に
よ
り
、
残
余
期
間
で
達
成

さ
せ
る
考
え
は
な
い
か
、
責
任
あ
る
答
弁
を
求
め
る
。 

     

従
つ
て
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

右
質
問
す
る
。 
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